
議

案

第

七

号

杉

並

区

ひ

と

り

親

家

庭

等

の

医

療

費

の

助

成

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。

平

成

二

十

一

年

二

月

十

三

日

提

出

者

杉

並

区

長

山

田

宏

杉

並

区

ひ

と

り

親

家

庭

等

の

医

療

費

の

助

成

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

杉

並

区

ひ

と

り

親

家

庭

等

の

医

療

費

の

助

成

に

関

す

る

条

例

（

平

成

元

年

杉

並

区

条

例

第

二

十

三

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

第

二

条

第

三

項

中

「

及

び

児

童

福

祉

法

（

昭

和

二

十

二

年

法

律

第

百

六

十

四

号

）

第

六

条

の

三

」

を

「

、

児

童

福

祉

法

（

昭

和

二

十

二

年

法

律

第

百

六

十

四

号

）

第

六

条

の

二

第

八

項

に

規

定

す

る

小

規

模

住

居

型

児

童

養

育

事

業

に

従

事

し

て

い

る

者

及

び

同

法

第

六

条

の

三

第

一

項

」

に

改

め

る

。

附

則

こ

の

条

例

は

、

平

成

二

十

一

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

（

提

案

理

由

）

児

童

福

祉

法

の

一

部

が

改

正

さ

れ

た

こ

と

に

伴

い

、

養

育

者

の

範

囲

を

改

め

る

等

の

必

要

が

あ

る

。



杉

並

区

ひ

と

り

親

家

庭

等

の

医

療

費

の

助

成

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

新

旧

対

照

表

新

条

例

旧

条

例

（

用

語

の

定

義

）

（

用

語

の

定

義

）

第

二

条

略

第

二

条

略

２

略

２

略

３

こ

の

条

例

に

お

い

て

「

養

育

者

」

と

は

、

次

に

３

こ

の

条

例

に

お

い

て

「

養

育

者

」

と

は

、

次

に

掲

げ

る

児

童

を

養

育

す

る

（

そ

の

児

童

と

同

居

し

掲

げ

る

児

童

を

養

育

す

る

（

そ

の

児

童

と

同

居

し

て

、

こ

れ

を

監

護

し

、

か

つ

、

そ

の

生

計

を

維

持

て

、

こ

れ

を

監

護

し

、

か

つ

、

そ

の

生

計

を

維

持

す

る

こ

と

を

い

う

。

）

者

で

あ

っ

て

、

父

母

、

児

す

る

こ

と

を

い

う

。

）

者

で

あ

っ

て

、

父

母

及

び

童

福

祉

法

（

昭

和

二

十

二

年

法

律

第

百

六

十

四

児

童

福

祉

法

（

昭

和

二

十

二

年

法

律

第

百

六

十

四

号

）

第

六

条

の

二

第

八

項

に

規

定

す

る

小

規

模

住

号

）

第

六

条

の

三

居

型

児

童

養

育

事

業

に

従

事

し

て

い

る

者

及

び

同

法

第

六

条

の

三

第

一

項

に

規

定

す

る

里

親

以

外

の

に

規

定

す

る

里

親

以

外

の

も

の

を

い

う

。

も

の

を

い

う

。

一

～

三

略

一

～

三

略

４

略

４

略

資 料


